
一般財団法人全日本野球協会
アマチュア野球規則委員会

2月中旬

3～6月中旬

5～6月末

7～10月

7～10月

7～12月

7～12月

7～1月

2～3月

※１： インターネット（パソコン／スマートフォン）からの申し込みを行う。

※２：

※３： 公認審判員証は、BFJ→アマ４団体事務局→各都道府県の審判組織より認定者
にて送付される。

筆記テストの合格者のみが、実技評価を受講できる。

2級筆記テストが1名でもいる際は、実技評価を行う。

受講料の有無および金額などについては、各都道府県の審判組織の任意とす
る。(受講料の算出の例：球場使用料、弁当代、協力チームへの謝礼など)

２級審判員認定までの主な流れ

・アマ４団体事務局へ周知するとともに
　BFJホームページにて筆記テストの開催
　案内を掲載する

・試験会社が提供する試験会場（全国約
　200か所）にて受講する
・筆記試験終了後に合格・不合格をシス
　テムにて表示し、受験者に通知する

・各都道府県の審判組織はテストの合格
　結果をもって、実技評価の開催の検討・
　調整を行う

・各都道府県の審判組織にて実技評価を
　受講する
・評価者は３名以上とする

受講者 ・受講は個人にて試験会社に受講申込を
　行い、受講料（5,000円）を納付する筆記テストの受講申込　※１

BFJ事務局
２級認定筆記テストの開催案内

受講者
筆記テストの受講

各都道府県の審判組織
実技評価会場の調整　※２

各都道府県の審判組織 ・筆記テスト合格者へ実技評価の開催案内
　を周知する実技評価の開催案内

受講者
実技評価の受講

BFJ事務局
２級公認審判員証の発行・送付 ※３

各都道府県の審判組織

・２級公認審判員証の発行・発送を行う
・次年度登録作業の事前作業作業（２級
　への更新）を行う

・実技評価の結果をもとに各都道府県の
　審判組織にて合格者を認定する２級昇格認定

各都道府県の審判組織
合格者通知・報告

・指定様式にて2級認定報告書を
　アマ４団体事務局へ送付する
・アマ4団体事務局はBFJ事務局へ報告書
　を送付する


